
   

 

 
 

 

 職場の潜在的な危険性、有害 

性を見つけ出し、事前に対策を 

講じる手法です。これまでの事 

後対策（何かが起きてから取り 

組む）と違い、事前対策（何か 

が起きる前に取り組む）と言わ 

れています。 

右がリスクアセス

メントに取り組んだ

事例です。 

 

 

整理・整頓・清掃・清潔を日常的に行うのが４S（４つの頭文字）活動です。労働

災害防止だけでなく作業の効率化にも効果があります。 

整理… 必要な物と不要な物に分けて、不要な物を処分すること 
整頓… 必要な物をすぐ取り出せるように、分かりやすく安全な状態で配置すること 
清掃… 作業する場所や身の回りのほか、共有スペースのゴミや汚れを取り除くこと 
清潔… 職場や機械、用具などのゴミをきれいに取って清掃した状態を続けること、作業者自身も身体、

服装、身の回りを汚れのない状態にしておくこと 
 
 
 

仕事を始める前に潜んでいる危険を見つけるのがKY（危険、予知 
の頭文字）活動です。仕事を始める前に、「これは危ない！」という 
危険ポイントを見つけて対策を決め、ひとりひとりが指差し呼称を 
行って作業を進めます。 

 

 

チェック事項 〇× 

①安全管理者、衛生管理者（事業場の規模により安全衛生推進者）を選任していますか  

②雇入れ時及びその後１年に１回（深夜業などの有害業務がある場合は６か月に１回。５ペ 

ージ参照。）、健康診断を実施していますか 

 

③雇入れ時及びその後１年に１回、安全衛生教育を実施していますか  

④リスクアセスメントを実施していますか  

⑤４Ｓ活動に取り組んでいますか  

⑥ＫＹ活動に取り組んでいますか  

⑦荷物を高く積み上げていませんか（２ｍ積み上げると“はい作業主任者”が必要です）  

リスクアセスメントとは 

４S とは 

KY 活動とは 

 

荷物 

腰を落とす 

ヨシ！ 

R3.2 

１ 一般安全衛生対策 

福岡東労働基準監督署 
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78.7

21.3

①安全衛生管理体制

○ ✕

90.4 

9.6 

②健康診断

62.9 

37.1 

③安全衛生教育

④リスクアセスメント 

74.6 

25.4 

96.3 

3.7 

⑤４Ｓ活動

68.6 

31.4 

⑥ＫＹ活動

88.8 

11.2 

⑦荷の積み上げ

１ 一般安全衛生対策の点検結果 

安全衛生活動に取り組む上で、初めに
管理体制を整備することが重要です 

作業の手順や危険点を教育し、知識を

与えることが重要です 

作業の危険性を点数化することで、
取り組むべき課題が見えてきます 

作業者一人一人が考えて行動することで

労働災害が確実に減少します 
荷を積み上げず、棚を設置しましょう 

棚の固定も忘れずに 
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業種により、以下の管理者を選任することが必要です。また、太字については所轄労働基準監

督署への選任報告が義務付けられています。 

❶林業、鉱業、建設業、運送業（運輸交通業、貨物取扱業）、清掃業 

❷製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売

業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売

業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 

❸ ❶、❷以外の業種 

 ❶ ❷ ❸ 

10～49 人 
安全衛生推進者 安全衛生推進者 衛生推進者、安全推進者 

（又は安全衛生推進者） 

50 人以上 
安全管理者、衛生管理者、 

産業医 

安全管理者、 

衛生管理者、 

産業医 

安全推進者、 

衛生管理者、 

産業医 100 人 

以上 

総括安全衛生管理者、 

安全管理者、 

衛生管理者、 

産業医 

300 人 

以上 

総括安全衛生管理者、 

安全管理者、 

衛生管理者、 

産業医 
1,000 人 

以上 

総括安全衛生管理者、 

安全推進者、衛生管理者、 

産業医 

総括安全衛生管理者 （労働安全衛生法（安衛法）第10条）  

事業場における統括管理する権限、責任を有する者を総括安全衛生管理者として選任し、安全管理

者、衛生管理者を指揮して、労働者の危険又は健康障害を防止しなければなりません。 

安全管理者 （安衛法第11条）  

資格を有する者※１ の中から安全管理者を選任し、安全に係る技術的事項を管理させなければなり

ません。 

衛生管理者 （安衛法第12条） 

資格を有する者※２ の中から衛生管理者を選任し、健康管理や作業環境等の労働衛生に係る事項

を管理させなければなりません。 

安全衛生推進者、衛生推進者 （安衛法第12条の2）  

資格を有する者※３ の中から❶、❷の業種の事業場は安全衛生推進者を選任して安全衛生業務

を、また、❸の業種の事業場は衛生推進者を選任して労働衛生業務を担当させなければなりません。 

ただし、「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイ

ドライン」に基づき、❸についても安全推進者を配置し、安全業務を担当させる必要があります。 

産業医 （安衛法第13条） 

医師免許及び産業医の資格を有する者の中から産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせな

ければなりません。 

１①安全衛生管理体制の解説 
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※１ 

１ 産業安全の実務に従事し、安全管理者選任時研修を修了した者 《①～⑧の者が研修を修了後、安全

管理者の資格を得ることができる》 

① 大学又は高専において理系の正規の課程を修めて卒業後２年以上 

②        〃      理系以外の正規の課程を修めて卒業後４年以上 

③ 高校又は中等教育学校において理系の正規の学科を修めて卒業後４年以上 

④        〃            理系以外の正規の課程を修めて卒業後６年以上 

⑤ 専門課程を修了後２年以上 

⑥ 職業訓練を修了後４年以上 

⑦ 専修訓練を修了後５年以上 

⑧ 上記以外の場合７年以上 

２ 平成 18 年 10 月１日現在で安全管理者の経験が２年以上ある者（選任日が平成 16 年 10 月１日以前で

あり、かつ、監督署に選任報告を提出していることが分かる資料を添付） 

３ 労働安全コンサルタント 

※２ 

１ 衛生管理者免許を受けた者 《①～⑦の者が労働局長に免許申請を行うことで資格を得ることができる》 

① 衛生管理者免許試験に合格した者 

② 大学又は高専において医学に関する課程を修めて卒業した者 

③ 安衛則別表第４別添に掲げる大学において保健衛生に関する学科（表中段）を専攻して卒業し

た者で、労働衛生に関する講座または学科目（表下段）を修めた者 

④ 保健師助産師看護師法第７条規定により保健師免許を受けた者（旧保健婦規則により保健婦免

許を受けた者を除く） 

⑤ 医師法第 11 条第２号および第３号に掲げる者 

⑥ 歯科医師法第 11 条各号に掲げる者 

⑦ 薬剤師法第２条の規定により薬剤師免許を受けた者 

２ 医師 

３ 歯科医師 

４ 労働衛生コンサルタント 

５ 教員職員免許法第４条の規定に基づく保健体育又は保健の教科についての教諭免許状（中学校、高

校、養護教諭のいずれか）を有する者で、学校教育法第１条の学校に在職する者（常勤の者に限る） 

６ 大学又は高専において保健体育に関する科目を担当する教授、助教授又は講師（常勤の者に限る） 

※３ 

１ 大学又は高専を卒業後１年以上、高校又は中等教育学校を卒業後３年以上安全衛生実務に従事 

２ ５年以上安全衛生実務に従事 

３ 安全衛生推進者養成講習を修了 

４ 安全管理者と衛生管理者の有資格者 

５ 安全管理者の有資格者で、その後１年以上労働衛生実務に従事（衛生管理者は産業安全実務） 

６ 作業主任者の有資格者で、その後１年以上安全衛生実務に従事 

上記は安全衛生推進者の場合。衛生推進者は労働衛生実務に読み替え。他にも認められる条件あり。 
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常時使用する労働者（パート等であっても週 30 時間以上就業する場合は対象です。他にも条

件あり。）に対し、以下の健康診断を実施することが必要です。また、太字については所轄労働基

準監督署への結果報告が義務付けられています。 

 

一般健康診断 

⑴ 雇入時の健康診断 

雇い入れるときに実施する必要があります。 

⑵ 定期健康診断 【報告要 （在籍労働者数 50 人以上）】 

１年以内ごとに１回実施する必要があります。 

⑶ 特定業務従事者の健康診断 【報告要 （在籍労働者数 50 人以上）】 

・ 労働安全衛生規則（安衛則）第 13 条第１項第２号の業務に常時従事する労働者に対し、当該業務

への配置替えの際及びその後６か月以内ごとに１回実施するものです。 

・ 代表的なものとして、深夜業（22 時から翌朝５時までの時間帯に常態として週１回以上又は月４回以

上）、強烈な騒音を発する場所、著しく寒冷な場所における業務があります。 

⑷ 海外派遣労働者の健康診断 

６か月以上海外に派遣する労働者に対し、出国前及び帰国後に実施する必要があります。 

⑸ 給食従業員の検便 

給食の業務に従事する労働者に対し、雇い入れの際又は当該業務への配置替えの際に実施する必

要があります。 

⑹ 歯科医師による健康診断 【報告要 （在籍労働者数 50 人以上）】 

労働安全衛生法施行令（安衛令）第 22 条第３項の業務（歯又はその支持組織に有害な物を発散す

る場所における業務）に常時従事する労働者に対し、雇い入れの際、当該業務への配置替えの際及び

その後６か月以内ごとに１回実施する必要があります。 

  特殊健康診断 

⑴ じん肺健康診断 【報告要 （じん肺健康診断実施の有無にかかわらず毎年 12 月末日
現在の状況を翌年２月末迄に報告）】 

❶就業時健康診断 ： 新たに常時粉じん作業に従事する労働者に対し、就業の際に実施する必要があ

ります。 

❷定期健康診断 ： 常時粉じん作業に

従事する労働者、現在は当該作業に

従事していないが、過去に常時従事し

たことがある労働者に対し実施する必

要があります。 

❸離職時健康診断 ： 常時粉じん作業に従事し

ている労働者又は過去に従事していた労働者

が離職する場合、前回のじん肺健康診断から

右表の期間欄以上の経過している場合に実施

する必要があります。 

❷じん肺定期健康診断 管理区分 健康診断の頻度 

現在従事している者 
１ ３年以内ごとに１回 

２・３ １年以内ごとに１回 

過去に従事したことがあ
り、現在は他の作業に
従事している者 

２ ３年以内ごとに１回 

３ １年以内ごとに１回 

❸じん肺離職時健康診断 期間 

現在従事している管理１の者 １年６か月 

現在従事している管理２・３の者 ６か月 

過去に従事していた管理２・３の者 ６か月 

１②健康診断の解説 
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⑵ 有機溶剤健康診断 【報告要】 

有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、当該業務への配置替えの際及びその

後６か月以内ごとに１回実施する必要があります。 

⑶ 鉛健康診断 【報告要】 

鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、当該業務へ配置替えの際及びその後６か月

（業務によっては１年）以内ごとに１回実施する必要があります。 

⑷ 四アルキル鉛健康診断 【報告要】 

四アルキル鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、当該業務へ配置替えの際及びそ

の後３か月以内ごとに１回実施する必要があります。 

⑸ 特定化学物質健康診断 【報告要】 

・ 特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、当該業務への配置替えの際及

びその後６か月以内ごとに１回実施する必要があります。 

・ 現在は当該業務に従事していないが、過去に当該業務に常時従事したことがある労働者に対し６か

月以内ごとに１回実施する必要がありますが、物質によっては除外されています。 

⑹ 高気圧作業健康診断 【報告要】 

高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れの際、当該業務へ配置替え

の際及びその後６か月以内ごとに１回実施する必要があります。 

⑺ 電離放射線健康診断 【報告要】 

放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際、当該業務へ配置替

えの際及びその後６か月以内ごとに１回実施する必要があります。 

⑻ 石綿健康診断 【報告要】 

・ 石綿等の製造、取扱い又は石綿粉じんが発散する場所における業務に常時従事する労働者に対

し、雇い入れの際、当該業務へ配置替えの際及びその後６か月以内ごとに１回実施する必要がありま

す。 

・ 現在は当該業務に従事していないが、過去に当該業務に常時従事したことがある労働者に対し６か

月以内ごとに１回実施する必要があります。 
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労働者を雇い入れた時、作業内容を変更した時は安全衛生教育を実施することが必要です。 

その他、危険、有害な業務に従事している者に対する定期教育等、各種教育が定められていま

す。 

 

対象者 種類 実施時期 教育等の内容 備考 

就業制限 

就業制限業務に

従事する者 

免許、技能講習

（ 安 衛 法 第 61

条） 

当 該 業 務 に 初

めて従事する時 

免許試験、技能講

習の受講等 

安衛令第21条、安衛則

第 41 条、第 62 条 

職長教育 

職長等の労働者

を直接指導又は

監督する者 

職長教育 

（ 安 衛 法 第 60

条） 

当 該 業 務 に 初

めて従事する時 

安衛則第 40 条に

規定された事項 

安衛令第 19 条 

安全衛生教育 

⑴就業制限業務

に 従 事 し て い る

者 

危 険有 害業 務

従事者教育 

（安衛法第60条

の２） 

イ．定期（おお

むね５年ごとに） 

ロ．随時（取り扱

う設備等が新た

なものに変わっ

た時等） 

 

当該業務に関連す

る 労 働 災 害 の 動

向、技術革新の進

展等に対応した事

項 

危険又は有害な業務に

現に就いている者に対

する安全衛生教育に関

する指針（H１．５．22 安

全衛生教育指針公示

第１号）（以下「安全衛

生教育指針」という。） 

⑵特別教育を必

要とする危険有

害業務に従事す

る者 

[1]特別教育 

（安衛法第59条

第３項） 

当 該 業 務 に 初

めて従事する時 

安全衛生特別教育

規程に規定された

事項 

安衛則第 36 条 

[2] 危険有害業

務従事者教育 

（安衛法第60条

の２） 

イ．定期（おお

むね５年ごとに）

安 全衛 生教 育

指針 

ロ．随時（取り扱

う設備等が新た

なものに変わっ

た時等） 

当該業務に関連す

る 労 働 災 害 の 動

向、技術革新の進

展等に対応した事

項 

安全衛生教育指針 

⑶  ⑴ 又 は ⑵ に

準ずる危険有害

業務に従事する

者 

[1]特別教育に

準じた教育 

[2]危険有害業

務従事者教育 

（安衛法第60条

の２） 

当 該 業 務 に 初

めて従事する時 

イ．定期（おお

むね５年ごとに） 

ロ．随時（取り扱

う設備等が新た

なものに変わっ

た時等） 

当該業務に関して

安全又は衛生のた

めに必要な知識等 

当該業務に関連す

る 労 働 災 害 の 動

向、技術革新の進

展等に対応した事

項 

安全衛生教育指針 

１③安全衛生教育の解説 
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対象者 種類 実施時期 教育等の内容 備考 

⑷ ⑴⑵及び⑶

の業務に従事す

る者並びにその

他の業務に従事

する者 

[1]雇入時教育 

（安衛法第59条

第１項） 

雇入時 

 

 

安衛則第 35 条に

規定された事項 

 

 

[2]作業内容変

更時教育 

（安衛法第59条

第２項） 

作 業内 容変 更

時 

同上  

[3]健康教育 

（ 安 衛 法 第 69

条） 

雇入時、定期、

随時 

事業場におけるメ

ンタルヘルス、治

療と職業生活の両

立を含めた健康の

保持増進に関する

事項 

労働者の心の健康の保

持増 進の ための 指針

（H18．３．31 健康保持

増進のための指針公示

第３号）（以下「メンタル

ヘルス指針」という。）事

業場における治療と職

業生活の両立支援のた

めのガイドラインについ

て（H28．２．23 付け基

発 0223 第５号）（以下

「両立支援ガイドライン」

という。） 

⑸  ⑴ 及 び ⑵ の

業 務 のう ち車 両

系建設機械等の

運転業務に従事

する者 

危 険再 認識 教

育 

当該業務に係る

免 許取 得後 若

しくは技能講習

修 了 後 又 は 特

別 教育 修了 後

おおむね 10 年

以上経過した時 

 

当該作業に対する

危険性の再認識、

安全な作業方法の

徹底を図る事項 

 

⑹ ⑴から⑶まで

の業務に従事す

る者及び⑴から

⑶までの業務以

外 の 業 務 の う ち

作業強度の強い

業務に従事する

者 

 

高齢時教育 おおむね 45 歳

に達した時 

高年齢者の心身機

能の特性と労働災

害に関すること、安

全な作業方法・作

業行動に関するこ

と、健康の保持増

進に関すること等

の事項 

[1]高年齢労働者の労

働災害発生率の高い業

務 

[2]高所作業、重筋作業

等作業強度の強い業務

に従事する高年齢労働

者を対象とする。 

H28．10．12「安全衛生教育及び研修の推進について」より抜粋し、加工 
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チェック事項 〇× 

①階段の両側に手すりを設置していますか  

②手すりを持つように表示していますか  

③踏み面の先端を着色し境界を目立たせていますか  

④踏み面の先端にすべり止めを取り付けていますか  

⑤階段の中央に線を引き、昇降方向を表示していますか  

⑥照度は確保されていますか  

⑦手荷物は手すりを持つことができる量ですか  

⑧スリッパなどの脱げやすいもの、靴底がすり減っている 

ものを履いていませんか 

 

⑨雨などで濡れる場所は屋根を付ける、吸水マットを敷く 

などの対策を行っていますか 

 

チェック事項 〇× 

① Ａ 荷物を持って昇降していませんか  

② Ｂ 天板を跨（また）いでいませんか（片側に乗って下肢を脚立に当て安定させてい 

ますか） 

 

③ Ｃ 天板や一番上の踏みさんに立っていませんか  

④ Ｄ 開き止めは両側とも使用していますか  

⑤ Ｅ 脚立から体を乗り出していませんか  

⑥高所の場合、ヘルメットを着用させていますか  

⑦特に守らせたいルールを脚立に表示していますか（Ａ４サイズの紙（ラミネート加工が 

望ましい）に大きな文字で簡潔に書き、天板から紐でぶら下げる。） 

 

⑧メーカーの仕様書に沿って定期点検していますか  

Ａ B C D E 

２ 階段からの転落対策 

３ 脚立からの墜落対策 
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71.5

28.5

①手すり設置

○ ✕

69.1 

30.9 

②表示

72.8 

27.2 

③着色

76.7 

23.3 

④すべり止め 

65.7 

34.3 

⑤中央線

86.1 

13.9 

⑥照度

81.4 

18.6 

⑦手荷物

２ 階段からの転落災害防止の点検結果 

78.9 

21.1 

⑨水

86.2 

13.8 

⑧はきもの

手すりの高さは 75～80 ㎝ですか？ 

高くても低くても問題アリ 
高年齢者が見やすい配色にしま

しょう 

下り方向の幅をせまくすると恐怖心が高まり
転落災害防止の効果が高いと言われています 
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84.1

15.9

①荷物を持つ

○ ✕

49.2 50.8 

②天板をまたぐ

89.7 

10.3 

③天板に立つ

95.2 

4.8 

④開き止め 

92.6 

7.4 

⑤体を乗り出す

59.6 40.4 

⑥ヘルメット

51.4 48.6 

⑦表示

３ 脚立からの墜落災害防止の点検結果 

83.4 

16.6 

⑧点検

またいだ場合、脚立ごと倒れそうに
なった時に脚立から足が抜けません 

ヘルメットの内側を覗いてください 
「墜落時保護用」の表示がありますか？ 

使う人の目に入らないと意味がありません 
脚立の両面から目立つ大きさで！ 

ヘルメット着用 

２人作業！ 
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はしご・脚立からの墜落・転落災害が近年多発しており、毎年、死亡や半身不随等の

重大な労働災害も発生しています。 

小売業、飲食店、社会福祉施設などの第３次産業でも多発していますので、はしご・

脚立を使用する場合は以下の対策を徹底してください。 

 

 

  
 丈夫な構造とすること。 
 材料は著しい損傷、腐食等がないものとすること。 
 はしごの幅は 30cm 以上とすること。 
 はしごの上部を建物等に固定し、脚部はすべり止めマット

等を敷き、転位を防止すること。上部及び下部を固定でき

ないときは、補助者が支えること。 
 はしごの上端は、上部床面から 60cm 以上突き出すこと。 
 はしごの角度は水平面に対して 75 度程度とすること。 
 上部に安全ブロックを取り付け、安全帯を掛けて昇降すること。 
 墜落時保護用の保護帽を着用し、あごひもを確実に締めること。（保護帽内部に「墜落時

保護用」の表示があるか） 
 はしごに向かって昇降し、背を向けたり、横を向かないこと。 
 手に工具や材料を持って昇降せず、はしごの踏み桟を両手でつかむこと。 
 はしご上での作業時は、体を乗り出す等、無理な姿勢で行わないこと。 

 通路に面した場所では、監視人を置くか標識を設け、通行者が接触することを防ぐこと。 

 
 
 
 丈夫な構造とすること。 
 材料は著しい損傷、腐食等がないものとすること。 
 脚と水平面との角度を 75 度以下とし、かつ、折りたたみ

式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つた

めの開き止めを使用すること。 
 踏み面は作業を安全に行うため必要な面積を有すること。 
 手に工具や材料を持って昇降しないこと。 
 天板に乗らないこと。天板を跨(また)がないこと。 
 墜落時保護用の保護帽を着用し、あごひもを確実に締めること。（保護帽内部に「墜落

時保護用」の表示があるか） 

 2ｍ以上の脚立は極力使用しないこと。やむを得ず使用する場合は安全帯（巻取式又は 

ハーネス型）を使用し、堅固なものにフックを掛けること。 

はしごの安全な使用方法のポイント 

（労働安全衛生規則第 527 条など） 

はしご・脚立による労働災害を防止しましょう 

脚立の安全な使用方法のポイント 

（労働安全衛生規則第 528 条など） 

福岡東労働基準監督署 
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チェック事項 〇× 

①前方が見えないほど高く積み上げていませんか  

②不意の場合にも止まれる速度で運んでいますか  

③台車はメーカーの仕様書に沿って定期点検していますか  

チェック事項 〇× 

①雇入れ時及びその後定期に転倒予防教育を行っていますか  

②通路、床などに物を置いていませんか  

③水、油、粉類が放置されていませんか  

④転倒しやすい場所はその要因を取り除く、すべり止めテープを 

貼るなどの対策を講じていますか 

 

⑤照度は確保されていますか  

⑥転倒しやすい場所に注意標識を掲示していますか  

⑦事業場内の危険・注意箇所を示した転倒災害防止マップを作成し、 

周知していますか 

 

⑧ポケットに手を入れたまま歩くこと、書類や画面を見ながら歩く

ことを禁止していますか 

 

⑨ストレッチ体操や転倒予防運動を取り入れていますか  

⑩作業靴は作業場所に応じた耐滑性を有していますか  

⑪靴のサイズは合っていますか  

⑫靴の重心が前にありませんか  

⑬靴の劣化、靴底の溝を定期点検していますか  

95.1

4.9

①積み上げ高さ

○ ✕

97.8 

2.2 

②速度

69.8 

30.2 

③点検

４ 激突災害の点検結果 

４ 激突対策 

５ 転倒対策 
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58.4
41.6

①教育

○ ✕

86.5 

13.5 

②障害物

94.1 

5.9 

③清掃

82.3 

17.7 

④すべり止め 

98.0 

2.0 

⑤照度

59.5 
40.5 

⑥表示

46.1 
53.9 

⑦危険マップ

５ 転倒災害防止の点検結果 

40.2 

59.8 

⑨体操

92.2 

7.8 

⑧禁止事項

81.0 

19.0 

⑩靴のすべり

98.5 

1.5 

⑪靴のサイズ

93.7 

6.3 

⑫靴の重心

76.2 

23.8 

⑬靴の点検

目立つ色、大きさで表示しましょう 

事業場内の危険箇所を周知しましょう 

定期に実施することで意識を高めましょう 

健脚ぐるぐる体操 検索 
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検索 
検索 



17 

  

チェック事項 〇× 

①雇入れ時及びその後定期に腰痛予防教育を行っていますか  

②腰痛予防体操を取り入れていますか  

③人力で運搬を行う場合の制限荷重を定めていますか（作業者の 

性別、年齢、体格などに応じて定める） 

 

④長時間立ったままの作業を行わせていませんか  

⑤長時間座ったままの作業を行わせていませんか  

⑥クッション性のある作業靴、座席、椅子を使用させていますか  

 

６ 腰痛対策 

38.9

61.1

①教育

○ ✕

29.5 

70.5 

②体操

53.1 46.9 

③重さ制限

73.6 

26.4 

④立ち作業の管理 

86.1 

13.9 

⑤座り作業の管理

79.2 

20.8 

⑥快適な設備

６ 腰痛予防の点検結果 

定期に実施することで意識を高めましょう 
Ｐ19 参照 

腰痛予防体操 Ｐ20参照 検索 
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机とイスの高さが合っている 

ディスプレイの上端が目線より下にある 

ディスプレイと目の距離が 40 ㎝以上ある 

楽な姿勢 

長時間の座り作業は腰への負担が大きい 

ディスプレイと目の距離が 40 ㎝以上ある 

机とイスの高さが合っていない 

ディスプレイの上端が目線にある 

上肢が窮屈な姿勢 

長時間の座り作業は腰への負担が大きい 

身長と机の高さが合っている 

ディスプレイの上端が目線より下にある 

ディスプレイと目の距離が 40 ㎝以上ある 

楽な姿勢 

長時間の立ち作業は腰への負担が大きい 

腰痛予防に併せ、情報機器作業（旧：VDT
作業）ガイドラインも定められています 

検索 情報機器作業 
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チェック事項 〇× 

①毎年、春頃に熱中症の危険性、予防対策を教育していますか  

②体調不良者が発生した場合の対応策を教育していますか  

③作業開始前、その後定期に暑さ指数（WBGT 値）を把握していますか  

④作業開始前、その後定期に体調チェックを行っていますか  

⑤暑さ指数を下げるための設備を導入していますか  

⑥暑さ指数が高い日は休憩回数を増やし、体調回復後に作業を再開 

していますか 

 

⑦水分、塩分を準備し、定期に摂取させていますか  

⑧涼しい休憩場所を確保していますか  

⑨一人作業を行わせる場合は異常を把握できる体制を整えていますか  

７ 熱中症対策 

80.1

19.9

①危険性教育

90.6 

9.4 

②発症時対策の教育

○ ✕

42.8 

57.2 

③WBGT値

87.2 

12.8 

④体調チェック 

84.4 

15.6 

⑤設備

83.1 

16.9 

⑥休憩回数

95.8 

4.2 

⑦水分、塩分補給

７ 熱中症予防の点検結果 

90.0 

10.0 

⑨一人作業対策

94.0 

6.0 

⑧休憩場所

Ｐ22参照 
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チェック事項 

（業務の運転だけでなく、通勤も対象としてください） 
〇× 

①雇入れ時及びその後定期に交通労働災害防止教育を行っていますか  

②交通労働災害防止担当管理者を選任していますか  

③車両の定期点検、走行前点検を行っていますか  

④適正な労働時間の管理、運転時間の管理を行っていますか  

⑤体調が悪いときは運転をさせていませんか  

⑥交通ＫＹ（危険予知）訓練を行っていますか  

⑦異常気象や道路通行止めなどの際に運転者をあわてさせる指示を出していませんか  

⑧安全運転ポスターの掲示、安全運転者に対する表彰などによる意識高揚を図っていますか  

⑨事故発生地点、ヒヤリハット事例、交通規則順守地点等を示した交通安全情報マップを 

作成し、運転前に確認させていますか 

 

８ 交通労働災害対策 

53.2
46.8

①教育

39.1 
60.9 

②担当管理者

○ ✕

80.3 

19.7 

③車両点検

87.8 

12.2 

④時間管理 

93.1 

6.9 

⑤体調チェック

44.5 55.5 

⑥交通ＫＹ

86.6 

13.4 

⑦適切な指示

８ 交通労働災害防止の点検結果 

38.7 

61.3 

⑨交通マップ

40.7 

59.3 

⑧意識高揚

Ｐ25参照 

Ｐ25 参照 
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検索 交通ヒヤリマップ 検索 交通ＫＹ 

H25.3.25 基発 0325 第１号「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」 

H20.4.3 基発第 0403001 号「交通労働災害防止のためのガイドライン」H30.6.1 改正 



26 

チェック事項 〇× 

①メンタルヘルス推進担当者を選任していますか  

②心の健康づくり計画を策定していますか  

③メンタルヘルス対策の基本である４つのケアを推進して 

いますか 

 

④ストレスチェックを導入していますか  

⑤時間外・休日労働は月 45 時間以内ですか  

⑥時間外・休日労働が月 80 時間超の労働者に医師による面接指導を実施していますか  

⑦福岡産業保健総合支援センター、地域産業保健センターの業務内容を知っていますか  

⑧メンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」で労働者が直接相談できることを周知して 

いますか 

 

 

  

９ メンタルヘルス、過重労働対策 

42.9

57.1

①担当者

42.2 

57.8 

②健康づくり計画

○ ✕

45.6 
54.4 

③４つのケア

55.9 

44.1 

④ストレスチェック 

97.6 

2.4 

⑤労働時間

64.7 

35.3 

⑥面接指導

36.1 

63.9 

⑦産保センター

９ メンタルヘルス等の点検結果 

35.6 

64.4 

⑧こころの耳
多くの事業場で取り組みが
不足している現状が点検結
果に表れています。 
 

メンタルヘルス対策は、 

メンタル不調者が発生して 

からでは手遅れです 

 
Ｐ27 を参照し、積極的に 
取り組みましょう 
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リスクアセスメント、転倒災害防止、腰痛予防対策、 

交通労働災害防止、災害統計・事例、法令・通達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンタルヘルス対策全般、ストレスチェック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福岡産業保健総合支援センター、地域産業保健センター、 

メンタルヘルス対策支援、治療と仕事の両立支援、 

労働衛生関係研修会 

  

職場のあんぜんサイト 

こころの耳 

福岡産業保健 

チェックの結果、×が付いた項目は積極的に改善してください。その際、以下のサイト

を参考にしてください。 

検索 

検索 

検索 


